
■投票できる人
次の①、②のいずれにも該当し、栗東市の選挙人

名簿に登録されている人
①平成 17 年４月 24 日以前に生まれた人
②令和５年１月 15 日以前に栗東市に住民票を作成

された人
※選挙人名簿に登録されている人であっても、投票

までに市外へ転出された人は、投票できません

■投票所
投票所は、市内 26 か所に設けます。詳しくは「投

票所」案内（４～５ページ）をご覧ください。
※３月 31 日以後に市内で転居された人は、前住所

の投票所で投票してください
※投票所では、係員のマスク着用・アルコール消毒

液の設置など、新型コロナウイルス感染症対策を
行いますので、安心してお越しください

■投票所入場整理券
入場整理券は、世帯ごとに一通の封筒に入れて送

付します。投票日には、忘れずにお持ちください。
万一、入場整理券を紛失しても投票できますので、
投票日に投票所で申し出てください。
※入場整理券が届かないときは、市選挙管理委員会

にお問合せください

■開票
日時　４月 23 日㈰ 21 時～
場所　なごやかセンター 集会室

■ポスター掲示場
　市内 178 か所に公営ポスター掲示場を設置します。

■選挙公報
　投票日の前日（４月 22 日㈯）までに各世帯に送
付します。万一、選挙公報が届かない場合は、市選
挙管理委員会にご連絡ください。
※選挙公報の電子データは、市ホームページでご覧

ください

■投票所の混雑回避のお願い
　過去の選挙では、９時から 12 時までが混雑する
傾向にあります。できるだけ混雑する時間帯以外で
の投票にご協力をお願いします。

大切な一票

必ず投票しましょう

■投票の方法
投票用紙（クリーム色）に候補者の氏名を書きます。

■不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホ

ームなどに入院（入所）している人は、その病院な
どで不在者投票をすることができます。

出張などで市外に滞在している人は、滞在先の市
（区）町村の選挙管理委員会で不在者投票をするこ
とができます。
※投票用紙等の請求手続きには日数がかかります。

事前に請求できますので、早めに請求ください
※請求書の様式や要件・手続などの詳細は、市ホー

ムページ（栗東市選挙管理委員会で検索）に掲載
しています

４月23日㈰は栗東市議会議員一般選挙 投票日

市政を預ける人を選ぶ大切な選挙です。
あなたの貴重な一票を無駄にすることなく、必ず投票

しましょう。４月23日㈰投 票 日

７時～20時 投票時間

４月16日㈰ 告 示 日
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問  選挙管理委員会
☎ 553-1234 ㈹ ＦＡＸ 554-1123 

■郵便等による不在者投票（在宅投票）
身体に次のような重度の障がいのある人は、あら

かじめ市選挙管理委員会に手続きすると、郵便など
により自宅で投票をすることができます。
対象者　
①身体障害者手帳をお持ちの人で、両下肢、体幹、

または移動機能の障害の程度が１級か２級、心臓、
じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障
害の程度が１級か３級、免疫または肝臓の障害の
程度が１級から３級までの人

②戦傷病者手帳をお持ちの人で、両下肢または体幹
の障害の程度が特別項症から第二項症まで、心臓、
じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝
臓の障害の程度が特別項症から第三項症までの人

③介護保険被保険者証をお持ちの人で、要介護状
態区分が要介護５の人

手続方法　在宅投票をするためには、市選挙管理
委員会が発行する郵便等投票証明書が必要です。
この証明書の請求はいつでもできますので、早
めに請求してください。手続方法については、
市選挙管理委員会にお問合せください。

請求期限　４月 19 日㈬（必着）

■特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症のために宿泊・自宅療

養などをしている人で、一定の要件を満たす場合、
郵便などで投票をすることができます。
対象者　次の①、②のいずれかに該当し、外出自粛

要請等の期間が投票用紙を請求する時に令和５年
４月 17 日㈪から４月 23 日㈰までの期間のどこ
かに重なると見込まれる宿泊療養者または自宅療
養者

①感染症法または検疫法の規定による外出自粛要請
を受けた人

②検疫法の規定による隔離または停留の措置を受け
て宿泊施設内に収容されている人

※外出自粛要請期間が終了した後に請求された人は、
対象になりません

※濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所などで
の投票ができます（マスクの着用や手指の消毒など
感染拡大防止にご協力ください）

手続方法　前述の対象者で、特例郵便等投票を希望
する人は、市選挙管理委員会に①の「外出自粛要
請」、または②の「隔離・停留の措置に係る書面」
を添付した「請求書（本人の署名が必要）」を郵便
などで送付し、投票用紙などを請求してください。

請求期限　４月 19 日㈬（必着）
※請求書の様式や要件・手続などの詳細は、市ホー

ムページ（栗東市選挙管理委員会で検索）に掲載
しています

※請求書は市選挙管理委員会から、電話で取り寄せる
こともできます

期 日 前 投 票 ができます

期日前投票宣誓書 ( 入場整理券の裏面 ) に必要な項目を記入することで
投票日前に投票できます。入場整理券が届いていれば、記入してお持ちく
ださい。

対象となるのは、投票当日、仕事や用務、旅行などの予定のある人、病
気や負傷、身体の障がいなどのため歩行が困難な人などです。

■代理記載制度
　在宅投票ができる人で、かつ、次のような重度の
障がいのある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に
届け出た者（選挙権を有する者に限る）に投票に関
する記載をさせることができます。
◦身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚

の障害の程度が 1 級の人
◦戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の

障害の程度が特別項症から第二項症までの人

栗東市議会議員一般選挙

場 所 投票期間 投票時間

市役所 2 階 第 1 会議室 ４月 17 日㈪
～

４月 22 日㈯

8 時 30 分～ 20 時

アル・プラザ栗東 3 階 10 時～ 20 時
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第2投票区　治田児童館
目川、坊袋

卍新善光寺

至上砥山

至草津

至草津

至六地蔵 至伊勢落

至石部

林

国道1号線

ＪＲ草津線

旧東海道

林公民館

第9投票区　林公民館
伊勢落、林

第11投票区　赤坂公民館
栗東ニューハイツ、赤坂、日吉が丘

赤坂公民館

公
園

日吉が丘

自然観察の森
至上砥山公園

至安養寺

至栗東
ニューハイツ

至
小
柿

目
川 金

勝
川

治田幼 農協

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

治田小治田保

坊袋
コミュニティ
センター治田
コミュニティ
センター治田

治田児童館治田児童館

第○投票区　○○○○○○

栗
東
市
議
会
議
員
一般
選
挙

「
投
票
所
」案
内

○○○○、○○○、○○

投票区

投票区域

………投票所（地図内）

投票所

▼ 地 図 の 見 方

目
川
住
宅

至
目
川

至小柿

至
草
津

旧
東
海
道Ｊ

Ｒ
東
海
道
新
幹
線

呉羽
テック 岡自治会館

第1投票区　岡自治会館
岡、目川一部、目川住宅、旭町、新屋敷、
小柿四区

至
守
山

至草津

至北中小路

コミュニティ
センター大宝

Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線

大宝小学校多目的室

農協
卍

卍

栗
東
駅

Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線

第23投票区　大宝小学校多目的室
西浦、円田団地、綣北出、綣南出、綣七里、綣花園、大宝団地、
綣成和、綣南橋、エスリード栗東第2、北中小路

至霊仙寺住宅 至
Ｊ
Ｒ
栗
東
駅

至
国
道
1
号
線海老川

霊仙寺
公民館

霊仙寺

卍正楽寺

大
宝
西
幼

大
宝
西
小
学
校

コ
ミ
ュニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
大
宝
西

コ
ミ
ュニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
大
宝
西

第24投票区　コミュニティセンター大宝西
霊仙寺、霊仙寺住宅、海老川、北中小路一部

至
平
井

至花園
交差点

至草津

笠川

海老川

淵ヶ上川
県
営

　
住
宅

警
察

　
官
舎

旧
中
山
道

小平井二区集会所

第25投票区　小平井二区集会所
小平井一区・二区・三区・四区・五区、
小平井香鳥、笠川、市川原

至
守
山

至草津

十里運動公園

十里
体育館

ひだまりの家

大宝西
保育園

第26投票区　ひだまりの家
十里、美里、明日香

グ
ラ
ウ
ン
ド

至
安
養
寺

至
上
鈎

至
坊
袋

旧
東
海
道

体育館

川辺
県営住宅

川辺
　 住宅

川辺自治会館

第3投票区　川辺自治会館
川辺、川辺住宅、川辺県営住宅、灰塚、
平葉、川辺グリーンタウン

中沢公民館

至
小
柿

治
田
西
小

池

グローバル
草津

第6投票区　中沢公民館
中沢、中沢グローバル、中沢団地

至
上
鈎

至
小
野

商工会館

至草津 至石部JR手原駅

手原赤坂会館
旧東海道

稲荷神社

ロータリー

第12投票区　手原赤坂会館
手原、手原団地

国
道
8
号
線

国道
1号線

三
輪
神
社

大橋公民館

スポーツ広場

大橋住宅大橋住宅

大橋公民館

第13投票区　大橋公民館
大橋、大橋住宅

至
守
山

国
道
8
号
線

至野洲野洲川

清水ヶ丘

出庭

農協

野洲川体育館

第14投票区　野洲川体育館
宅屋、中、出庭、清水ヶ丘

葉
山
団
地

至
国
道
8
号
線

至
国
道
1
号
線

高野
交差点

至辻 小坂

葉山小
葉山
幼児園

コミュニティ
センター葉山

第15投票区　コミュニティセンター葉山
辻、小坂、今土、葉山団地

至上砥山

至信楽

中村

農協

至蔵町

至辻越
金勝川

金勝第1幼児園 金勝
児童館 金

勝
小

金勝
郵便局ト

レ
セ
ン コミュニティ

センター金勝
コミュニティ

センター金勝

第16投票区　コミュニティセンター金勝
山入、辻越、蔵町、中村

至
中
浮
気
団
地

至
美
之
郷

至御園至草津

上砥山

金勝川

公園

トレセン
乗馬苑

第17投票区　上砥山公民館
上向、下向、川南、中浮気団地

上砥山公民館

至
井
上

片山
公民館

至御園

至信楽至走井

県
道
栗
東
信
楽
線

荒張
春日神社

雨
丸
公
民
館

至美之郷
大野
神社

第18投票区　荒張春日神社
美之郷、浅柄野、雨丸、ルモンタウン、
走井、片山、成谷、井上

至井上

至御園
至石部

至観音寺
東坂公民館

県道石部草津線

東坂
金
勝
川

阿弥陀寺
卍

第19投票区　東坂公民館
東坂、観音寺

至御園至
下
戸
山 金勝第２保育園

金勝川

トレセン東住宅

トレセン西住宅

コーラル
診療所

厚生会館

池

コーラル

第20投票区　金勝第2保育園
トレセン

至
野
尻

至
国
道
8
号
線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

蜂屋公民館

宇和宮
神社

永久寺卍

卍
西方寺蜂屋

第21投票区　蜂屋公民館
蜂屋

JR栗東駅

至守山

立体
駐車場

至下鈎

大宝
カナリヤ保育園

栗東芸術文化
会館さきら

第22投票区　大宝東学童保育所
野尻、リソシエ栗東グランディス、ジオコート栗東、ルネス・ピース栗東ステーシ
ョンスクエア、綣東、ネバーランド、ウイングビュー、リーデンススクエア、綣南、
エスリード栗東、エスリード栗東駅前パークレジデンス、グレーシィ栗東オー
ブ・ビステージ・セレージュ・デュオ・エクサーブ、サーパス栗東駅前、苅原

至
小
柿

至
苅
原

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

ＪＲ草津線
なかよし

作業所

ＪＲ草津線

葉山川

下鈎甲

北浦団地

湖南平
下鈎乙
公民館

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

なかよし
作業所

第4投票区　栗東なかよし作業所
下鈎甲、下鈎乙、下鈎糠田井、湖南平、
北浦団地

至
下
鈎

至
国
道

卍常勝寺
治田
西保

治田西小

治田
西幼

コミュニティセンター治田西

池

至
苅
原

至
日
の
出
町

第5投票区　コミュニティセンター治田西
日の出町、小柿一区・二区・三区

第7投票区　下戸山自治会館
下戸山、下戸山親交、下戸山グリーンハイツ、
リバティーヒル下戸山、きららの杜

至川辺

至手原駅

上鈎池

至国道1号線 公園NTT

農協

栗東市役所

滋賀銀行滋賀銀行

第8投票区　栗東市役所
安養寺東・西・南区・北区・団地・一区・
レークヒル、上鈎

駐車場

フレンドマート

ＪＲ草津線

至国道1号線
今土

葉山東小

葉山東幼児園

旧和中散
本舗六地蔵

会議所

コミュニティ
センター葉山東

第10投票区　コミュニティセンター葉山東
六地蔵、六地蔵団地、小野、小野南、小野北、
北尾団地

至川辺

下戸山
グリーンハイツ

下戸山

至上砥山

金勝川

源流寺
卍 下戸山

自治会館

灰
塚
橋

灰
塚
橋大宝東学童保育所

（※大宝東小学校内に
     あります）
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第2投票区　治田児童館
目川、坊袋

卍新善光寺

至上砥山

至草津

至草津

至六地蔵 至伊勢落

至石部

林

国道1号線

ＪＲ草津線

旧東海道

林公民館

第9投票区　林公民館
伊勢落、林

第11投票区　赤坂公民館
栗東ニューハイツ、赤坂、日吉が丘

赤坂公民館

公
園

日吉が丘

自然観察の森
至上砥山公園

至安養寺

至栗東
ニューハイツ

至
小
柿

目
川 金

勝
川

治田幼 農協

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

治田小治田保

坊袋
コミュニティ
センター治田
コミュニティ
センター治田

治田児童館治田児童館

第○投票区　○○○○○○

栗
東
市
議
会
議
員
一般
選
挙

「
投
票
所
」案
内

○○○○、○○○、○○

投票区

投票区域

………投票所（地図内）

投票所

▼ 地 図 の 見 方

目
川
住
宅

至
目
川

至小柿

至
草
津

旧
東
海
道Ｊ

Ｒ
東
海
道
新
幹
線

呉羽
テック 岡自治会館

第1投票区　岡自治会館
岡、目川一部、目川住宅、旭町、新屋敷、
小柿四区

至
守
山

至草津

至北中小路

コミュニティ
センター大宝

Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線

大宝小学校多目的室

農協
卍

卍

栗
東
駅

Ｊ
Ｒ
琵
琶
湖
線

第23投票区　大宝小学校多目的室
西浦、円田団地、綣北出、綣南出、綣七里、綣花園、大宝団地、
綣成和、綣南橋、エスリード栗東第2、北中小路

至霊仙寺住宅 至
Ｊ
Ｒ
栗
東
駅

至
国
道
1
号
線海老川

霊仙寺
公民館

霊仙寺

卍正楽寺

大
宝
西
幼

大
宝
西
小
学
校

コ
ミ
ュニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
大
宝
西

コ
ミ
ュニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
大
宝
西

第24投票区　コミュニティセンター大宝西
霊仙寺、霊仙寺住宅、海老川、北中小路一部

至
平
井

至花園
交差点

至草津

笠川

海老川

淵ヶ上川
県
営

　
住
宅

警
察

　
官
舎

旧
中
山
道

小平井二区集会所

第25投票区　小平井二区集会所
小平井一区・二区・三区・四区・五区、
小平井香鳥、笠川、市川原

至
守
山

至草津

十里運動公園

十里
体育館

ひだまりの家

大宝西
保育園

第26投票区　ひだまりの家
十里、美里、明日香

グ
ラ
ウ
ン
ド

至
安
養
寺

至
上
鈎

至
坊
袋

旧
東
海
道

体育館

川辺
県営住宅

川辺
　 住宅

川辺自治会館

第3投票区　川辺自治会館
川辺、川辺住宅、川辺県営住宅、灰塚、
平葉、川辺グリーンタウン

中沢公民館

至
小
柿

治
田
西
小

池

グローバル
草津

第6投票区　中沢公民館
中沢、中沢グローバル、中沢団地

至
上
鈎

至
小
野

商工会館

至草津 至石部JR手原駅

手原赤坂会館
旧東海道

稲荷神社

ロータリー

第12投票区　手原赤坂会館
手原、手原団地

国
道
8
号
線

国道
1号線

三
輪
神
社

大橋公民館

スポーツ広場

大橋住宅大橋住宅

大橋公民館

第13投票区　大橋公民館
大橋、大橋住宅

至
守
山

国
道
8
号
線

至野洲野洲川

清水ヶ丘

出庭

農協

野洲川体育館

第14投票区　野洲川体育館
宅屋、中、出庭、清水ヶ丘

葉
山
団
地

至
国
道
8
号
線

至
国
道
1
号
線

高野
交差点

至辻 小坂

葉山小
葉山
幼児園

コミュニティ
センター葉山

第15投票区　コミュニティセンター葉山
辻、小坂、今土、葉山団地

至上砥山

至信楽

中村

農協

至蔵町

至辻越
金勝川

金勝第1幼児園 金勝
児童館 金

勝
小

金勝
郵便局ト

レ
セ
ン コミュニティ

センター金勝
コミュニティ

センター金勝

第16投票区　コミュニティセンター金勝
山入、辻越、蔵町、中村

至
中
浮
気
団
地

至
美
之
郷

至御園至草津

上砥山

金勝川

公園

トレセン
乗馬苑

第17投票区　上砥山公民館
上向、下向、川南、中浮気団地

上砥山公民館

至
井
上

片山
公民館

至御園

至信楽至走井

県
道
栗
東
信
楽
線

荒張
春日神社

雨
丸
公
民
館

至美之郷
大野
神社

第18投票区　荒張春日神社
美之郷、浅柄野、雨丸、ルモンタウン、
走井、片山、成谷、井上

至井上

至御園
至石部

至観音寺
東坂公民館

県道石部草津線

東坂
金
勝
川

阿弥陀寺
卍

第19投票区　東坂公民館
東坂、観音寺

至御園至
下
戸
山 金勝第２保育園

金勝川

トレセン東住宅

トレセン西住宅

コーラル
診療所

厚生会館

池

コーラル

第20投票区　金勝第2保育園
トレセン

至
野
尻

至
国
道
8
号
線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

蜂屋公民館

宇和宮
神社

永久寺卍

卍
西方寺蜂屋

第21投票区　蜂屋公民館
蜂屋

JR栗東駅

至守山

立体
駐車場

至下鈎

大宝
カナリヤ保育園

栗東芸術文化
会館さきら

第22投票区　大宝東学童保育所
野尻、リソシエ栗東グランディス、ジオコート栗東、ルネス・ピース栗東ステーシ
ョンスクエア、綣東、ネバーランド、ウイングビュー、リーデンススクエア、綣南、
エスリード栗東、エスリード栗東駅前パークレジデンス、グレーシィ栗東オー
ブ・ビステージ・セレージュ・デュオ・エクサーブ、サーパス栗東駅前、苅原

至
小
柿

至
苅
原

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

ＪＲ草津線
なかよし

作業所

ＪＲ草津線

葉山川

下鈎甲

北浦団地

湖南平
下鈎乙
公民館

Ｊ
Ｒ
東
海
道
新
幹
線

なかよし
作業所

第4投票区　栗東なかよし作業所
下鈎甲、下鈎乙、下鈎糠田井、湖南平、
北浦団地

至
下
鈎

至
国
道

卍常勝寺
治田
西保

治田西小

治田
西幼

コミュニティセンター治田西

池

至
苅
原

至
日
の
出
町

第5投票区　コミュニティセンター治田西
日の出町、小柿一区・二区・三区

第7投票区　下戸山自治会館
下戸山、下戸山親交、下戸山グリーンハイツ、
リバティーヒル下戸山、きららの杜

至川辺

至手原駅

上鈎池

至国道1号線 公園NTT

農協

栗東市役所

滋賀銀行滋賀銀行

第8投票区　栗東市役所
安養寺東・西・南区・北区・団地・一区・
レークヒル、上鈎

駐車場

フレンドマート

ＪＲ草津線

至国道1号線
今土

葉山東小

葉山東幼児園

旧和中散
本舗六地蔵

会議所

コミュニティ
センター葉山東

第10投票区　コミュニティセンター葉山東
六地蔵、六地蔵団地、小野、小野南、小野北、
北尾団地

至川辺

下戸山
グリーンハイツ

下戸山

至上砥山

金勝川

源流寺
卍 下戸山

自治会館

灰
塚
橋

灰
塚
橋大宝東学童保育所

（※大宝東小学校内に
     あります）

栗東市議会議員一般選挙
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市長と表彰状を手にする長谷川さん（右）
と奥村さん（左）

おめでとうございます！ 大臣表彰・全国社会福祉協議会会長表彰

平成 16 年から民生委員・児童
委員として、行政や社会福祉協
議会と連携し、地域に根ざした
社会福祉の発展に寄与されまし
た。元栗東市民生児童委員協議
会連合会会長。

平成13年から主任児童委
員、また平成22年からは民
生委員・児童委員として地域
福祉の向上に貢献。現在は葉
山東学区の民生委員児童委員
協議会会長として活躍。

奥
村 

猛 

さ
ん

長
谷
川 

す
み
子 

さ
ん

全
国
社
会
福
祉
協
議
会

会
長
表
彰

厚
生
労
働
大
臣
表
彰

治田小学校・聾話学校
滋賀県インクルーシブ教育賞受賞治

田
小
学
校
と
聾
話
学
校
の
43
年
に
わ

た
る
交
流
と
日
頃
の
活
動
が
評
価
さ
れ
、

令
和
４
年
度
滋
賀
県
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教

育
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

近
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
積
極
的
な
交
流

が
難
し
い
状
況
の
中
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を

活
用
し
た
交
流
や
、
田
植
え
や
稲
刈
り

を
と
お
し
て
小
学
５
年
生
同
士
が
交
流

す
る
な
ど
の
活
動
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

今
後
も
、
障
が
い
の
あ
る
、
な
い
に

か
か
わ
ら
ず
、
と
も
に
生
き
る
仲
間
と

し
て
お
互
い
の
立
場
を
認
め
合
え
る
よ

う
な
心
の
育
成
を
め
ざ
し
ま
す
。

問
学
校
教
育
課

TEL
5
5
1・0
1
3
0 

FAX
5
5
1・0
1
4
9

 新婚世帯の新生活を応援します！

結婚新生活支援補助金

経済的な理由で結婚に踏み切れない若者を対象に、新生活を始めるために必要となる費用を支援
します。経済的負担を軽減し、結婚の後押しや安心して出産・子育てができる環境をつくり、少子化
対策と本市への定住促進につなげます。

申請期間　令和５年４月１日～令和６年３月 31日 詳細は、市ホームページ
をご確認ください

対象となる世帯
◦申請時点で、夫婦の双方または一方の住民票の住

所が栗東市内であり、かつ申請する住宅の住所と
なっている

◦令和５年３月１日から令和６年３月 31日までの間
に婚姻届を提出し、受理されている

◦婚姻日時点で夫婦ともに 39 歳以下である
◦令和４年分（令和５年５月 31 日までに申請を行

う場合は令和３年分）の夫婦の合計所得金額が
500 万円未満

◦当補助金の交付を過去に受けたことがない
◦本市に継続して３年以上居住する意思がある

補助金額
◦29 歳以下の人 40 万円（39 歳以下の人 30 万円）
◦29 歳以下の人で住宅取得費用を含む場合 60 万円

対象となる費用
• 住宅取得費用　　◦住宅賃貸費用
• 引越費用　　　　◦リフォーム費用
※予算の上限に達した時点で受付を終了します
※令和６年２月 28 日以降の申請を希望する人は、必ず事前

にご相談ください

問地方創生企画課 TEL 551-1808 ＦＡＸ 554-1123　   
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■一般会計
総額は、269 億 2,900 万円で前年度当初に比べて 5 億 6,200 万円、2.1％の増となっています。令和 5 年度

も財政健全化に向けた取組みを進めながらも、新型コロナウイルス感染症や物価高騰に配慮しつつ、アフター
コロナを見据えながら第六次総合計画や各種計画を進める観点から、地域の実情を踏まえたまちの活力維持・
向上を図り、より一層の施策を展開していくための予算を計上しています。

会計名 令和５年度 前年度比予算額 構成比
一般会計 269 億 2,900 万円 62.1% 2.1%
特別会計 164 億 500 万円 37.9% 0.2%

土地取得特別会計 １億 2,426 万円 0.3% 1.1%
国民健康保険特別会計 54 億 9,549 万円 12.7% 4.3%
介護保険特別会計 43 億 1,388 万円 10.0% 3.0%
栗東墓地公園特別会計 639 万円 0.0% － 5.6%
大津湖南都市計画事業栗東新都心
土地区画整理事業特別会計 6,561 万円 0.1% 3.8%
水道事業会計 23 億 6,668 万円 5.5% － 9.6%
公共下水道事業会計 32 億 3,695 万円 7.5% － 2.8%
農業集落排水事業特別会計 3,760 万円 0.1% 2.6%
後期高齢者医療特別会計 ７億 5,814 万円 1.7% 2.0%

合計 433 億 3,400 万円 100.0% 1.4%

コロナ禍などによる不確定要素を抱えながらも、個
人市民税（+1,430 万円）や法人市民税（+7,850 万
円）などの増加を見込み、市税全体では前年度比 +2
億 1,030 万円、1.6% の増加を見込んでいます。

国庫支出金は出産・子育て応援交付金（+3,296
万円）、地方創生道整備推進交付金（道路新設改良）

（+4,352 万円）などの増加に対して、新型コロナウ
イルスワクチン接種体制確保事業費補助金（ －1 億
1,317 万円）などの減少により前年度比－ 3,995 万
円、－ 0.9% の減となっています。

大宝西小学校大規模改造事業や出庭林線、東部六地
蔵東西線、草津川跡地整備事業などの増により、普通
建設事業費が前年度比+2億8,704万円、11.5％の増
となっています。

その他経費では、物件費が物価高騰の影響による
公共施設の燃料費や光熱水費の上昇、県議会議員選
挙や市議会議員選挙などの増により、前年度比+1億
7,634万円、3.7％の増となりました。

■特別会計
水道事業会計、公共下水道事業会計を含む全 9 会

計 で、 前 年 度 比 +2,800 万 円、0.2 ％ 増 の 164 億
500 万円となっています。

■一般会計と特別会計の合計
前年度と比較すると、5 億 9,000 万円増の 433 億

3,400 万円で 1.4％の増となりました。

歳 入

歳 出

【会計別当初予算額比較】

一般会計

目的別歳出

性質別歳出

当初予算 269 億 2,900 万円
令和 5 年度

性質別歳出

扶助費
61 億 316 万円
22.7％

普通建設事業費
27 億 9,131 万円
10.4％

積立金
1 億 8,135 万円
0.7％

物件費
49 億 9,187万円
18.5％

市税
136 億 9,210 万円
50.8％

自主財源
59.9％

依存財源
40.1％

繰入金
9 億 1,640 万円
3.4％

民生費
104 億 7,504 万円
38.9％

教育費
34 億 1,875 万円
12.7％

公債費
33 億 5,332 万円
12.4％

土木費
27 億 9,139 万円
10.4％

衛生費
26 億 4,423 万円
9.8％

農林水産業費
3 億 9,536 万円
1.5％

総務費
24 億 7,070 万円
9.2％

消防費
8 億 147万円
3.0％

商工費
3 億 3,649 万円
1.2％

議会費
1 億 8,213 万円
0.7％

労働費
5,012 万円
0.2％
予備費
1,000 万円
0.0％

使用料・手数料
7 億 8,694 万円
2.9％

分担金・負担金
3 億 7,744 万円
1.4％

その他自主財源
( 財産収入・寄付金など )
3 億 7,515 万円
1.4％

国・県支出金
64 億 1,897万円
23.8％

地方譲与税など
26 億 1,007万円
9.7％

市債
14 億 6,346 万円
5.4％

諸収入
2 億 8,847万円
1.2％

維持補修費
1 億 3,017万円
0.5％

公債費
32 億 2,883 万円
12.0％

補助費等
28 億 9,384 万円
10.7％

その他
15 億 261 万円
5.5％

義務的経費
144 億 3,785 万円
53.7％

投資的経費
27 億 9,131 万円
10.4％

その他の経費
96 億 9,984 万円
35.9％

人件費
51 億 586 万円
19.0％

問財政課 財政係　TEL 551-0100 ＦＡＸ 554-1123
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健康維持に向けた取り組みが進み、地域共生が実現しているまち

●健康増進事業

健康状態を確認し、各種がん検診などを実施するとともに、健
康づくりに関する包括連携協定に基づく施策、予防医療に向けた
新たな事業として予防歯科のキックオフ事業を実施します。

●体育振興経費
　

令和７年に滋賀県での開催が予定されている第 79 回国民スポ
ーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会に向けた準備として
競技会場設計などを実施します。

自己肯定感が高く、笑顔にあふれた子どもを育むまち

経済活動が活発で、多様な就労環境があるまち１.

２.

３.
7,462 万円

1,750 万円

●こんぜの里管理運営経費
野外活動や観光の拠点である、こんぜの里周

辺施設の管理運営を行い、農林業の振興と地域活
性化を推進します。また、民間活力導入の可能性
を探るため、こんぜの里周辺施設の民活可能性調
査等を実施します。

3,214 万円●東部開発推進事業
　東部地区で新たな産業拠点となる開発整備を推
進するために必要な東部六地蔵東西線の道路工事
などを実施します。

2 億 5,403 万円

●赤ちゃんおむつ費用助成事業

安心して子どもを産み育て、健やかに育つようまち全
体で応援するため、乳児に必要なおむつ費用を助成します。

1,108 万円

●学校給食共同調理場管理運営経費

子どもたちに安全・安心でおいしい給食
を提供するため、給食調理・配送などの学校
給食共同調理場の運営に関する経費を支出し
ています。また、9 月からを目途に週 5 日
制学校給食を実施します。

●出産・子育て応援交付金支給事業

妊娠時、出産後の面談により、妊娠 1 回
につき 5 万円、新生児１人につき５万円の
経済的支援を行い、子育て期の経済的負担を
軽減します。

5,122 万円

6 億 7,073 万円

令和５年度　主な事業と予算
問財政課 財政係　TEL 551-0100 ＦＡＸ 554-1123
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●ふるさとりっとう応援寄附推進事業

地域資源を活用した栗東ならではの返礼品の拡
充や効果的な市の魅力発信に努めるとともに、企業
版ふるさと納税やクラウドファンディングによる制

度の独自ＰＲなどを
進めていきます。

●地方創生推進事業

少子化対策の強化や定住促進につなげるため、結
婚新生活支援事業を実施するほか、転入・転出者ア
ンケート調査を実施し、人口確保・定着に向けた課
題を整理します。また、国のデジタル田園都市国家
構想に基づき、総合戦略の改訂に取り組みます。

参画したくなる、新時代のパートナーシップを追求するまち

●市道新設改良事業

道路ネットワークの構築に向け、地方創生道整
備推進交付金を活用しながら出庭林線などの道路整
備を引き続き実施します。

◀クラウドファンディ
ングを活用し、デザ
インマンホール蓋を
製作します

多様性を認め合い、快適で安全に暮らし続けられるまち

●環境センター施設整備事業
　

新しい環境センターの整備に向けて、建設候補
地の地域特性を把握し、生活環境影響調査の調査項
目を選定するため、事前調査を行います。

４.

５.

9 億 6,580 万円

3,235 万円1 億 5,931 万円

262 万円

5 つの柱に基づき重点的に実施

市
長
か
ら
のメ

ッ
セ
ー
ジ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
か
ら
３
年
が
経
過

し
、
３
月
13
日
か
ら
マ
ス
ク
着
用
の
ル
ー
ル
が
緩
和
さ
れ
、

屋
内
外
問
わ
ず
マ
ス
ク
着
用
は
個
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
受
け
、滋
賀
県
で
は「
マ

ス
ク
外
し
て
よ
し
！
」
と
基
本
的
な
考
え
方
を
示
さ
れ
、
本

市
で
も
同
様
の
対
応
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
５
月
８
日
か
ら
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症

法
上
の
分
類
の
引
き
下
げ
が
さ
れ
る
な
ど
、
よ
う
や
く
感
染

に
注
意
を
払
い
つ
つ
も
社
会
経
済
活
動
の
本
格
化
に
向
け
大

き
く
舵
を
切
る
段
階
に
入
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

市
長
１
期
目
が
本
格
的
に
始
ま
る
中
で
、「
ま
ず
、
や
っ

て
み
る
。
自
ら
や
っ
て
み
る
。
何
事
に
も
果
敢
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
す
る
。
ど
ん
な
課
題
や
困
難
が
あ
っ
て
も
、
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
続
け
れ
ば
必
ず
や
、
新
し
い
景
色
が
見
え
て
く
る
」、
こ

う
し
た
気
持
ち
で
「
積
極
的
に
先
を
見
据
え
た
新
た
な
時
代

の
栗
東
（
ま
ち
）
づ
く
り
」
の
実
現
に
向
け
、
全
身
全
霊
で

市
政
運
営
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

「
こ
こ
に
し
か
な
い
」
を
生
か
す
こ
と
を
ま
ず
は
考
え
、

一
歩
ず
つ
着
実
に
前
進
す
る
こ
と
で
、「
楽
し
い
ま
ち
を
創

る
」
を
実
感
い
た
だ
け
る
よ
う
、
ま
た
、
栗
東
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
、
誇
れ
る
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
全
力
を
傾
注
し
て
ま

い
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
市
民
皆
さ
ま
の
ご
支
援
と
ご
協
力

を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ま
へ
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小・中学生の医療費助成

対象者　小学生 ( 令和４年９月診療分ま
では小学１～３年生が対象 )

助成範囲　保険診療内の医療費の一部
自己負担　

◦通院　１診療報酬明細書あたり500 円
◦入院　自己負担なし

助成方法　オレンジ色の受給券を医療機
関で保険証と一緒に提示

申請方法　記入済の申請書に対象児童の
保険証の写しを添えて、保険年金課窓
口で申請 ( 郵送申請も可能 )

　市では、小・中学生の医療費の一部を助成しています。
新小学１年生で受給券 ( オレンジ色 ) の交付申請がまだの人は申請してください。
中学生は入院した場合に医療費助成を受けられます。

小学生対象　子ども医療費助成 中学生対象　子ども入院医療費助成
対象者　中学生 ( 令和４年９月診療分までは小学４～中学３

年生が対象 )
助成範囲　入院における保険診療内の自己負担分
助成方法　申請による払い戻し（受給券はありません）
申請方法　医療機関などの窓口で自己負担分の医療費を支払

い後、領収書などの必要書類を保険年金課へ。後日、指定
口座へ振込みます。

※医療費が高くなる場合、加入中の健康保険組合などから
「限度額適用認定証」の交付を受けると、医療機関での支
払いが一定限度額にとどまります

※払い戻し申請の前に「高額療養費」および「附加給付金」の
支給対象になるか確認し、支給対象になる場合、加入して
いる健康保険の支給を受けてから申請してください　

※他の公費助成制度の券がある場合は、必ず医療機関に提示
してください

問保険年金課 福祉医療係　
TEL 551-0316 ＦＡＸ 553-0250

18 歳（成人）を迎えてできること
　令和 4 年 4 月1日から成年年齢が 18 歳に引き下げられ、18 歳、19 歳の人は親の同意がなくても、自分
の意思で契約ができるようになりました。同時に義務や責任を負い、未成年者取消ができません。契約する
ときは、親や周りの人に相談し、慎重に契約しましょう。

また、女性の婚姻開始年齢が引き上げられ、男女とも結婚できる年齢が 18 歳となりました。ただし、令和
４年４月１日の時点ですでに 16 歳以上だった女性は、引き続き18 歳未満でも結婚することができます。

令和６年栗東市はたちのつどい

　本市では成人式の名称を「栗東市はたちのつどい」とし、従来どおり20 歳を対象に開催します。
開催　令和６年１月７日㈰
場所　栗東芸術文化会館さきら 大ホール
対象者　平成 15 年 (2003 年 )４月２日から平成 16 年 (2004 年 )４月１日に生まれた人
※以前校区内に在住し、現在は他の校区や他市に在住で参加希望の人は、直接会場にお越しください（事

前の連絡は不要）
問生涯学習課 青少年教育係 TEL 551-0496 ＦＡＸ 552-5544

18 歳になったらできる 20 歳にならないとできない
◦親の同意なしに契約できる
◦携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカード

をつくる、アパートを借りる など
・ 10 年有効のパスポートを取得できる
・公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格の取得
・性別取扱いの変更審判を受けられる
・女性の結婚可能年齢が 16 歳から 18 歳に引き上げ

られ、男女とも 18 歳に

◦飲酒をする
◦たばこを吸う
◦競馬、競輪、競艇、オートレース

の投票権（馬券など）を買う
◦養子を迎える
◦大型・中型自動車運転免許の取得

＜契約関係＞
問自治振興課

TEL 551-0115
ＦＡＸ 551-0432

＜婚姻関係＞
問総合窓口課

TEL 551-0110
ＦＡＸ 553-0250

問発達支援課 発達支援係
TEL 554-6152 ＦＡＸ 554-6153
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りっとう de 保育のおしごとフェア♪ 2023 

栗東で保育の仕事をしませんか？
市内の認可保育所が集まって、その魅力を紹

介します。ブランクがある人も、保育の仕事に
興味がある人も、ぜひ気軽にご参加ください。

日時  ５月13日㈯ 13時～15時
場所　栗東芸術文化会館さきら 小ホール
参加費　無料
申込み　不要
託児　あり（一人遊びができる子どもから）
※受付時にお申し出ください

問幼児課 保育園係
TEL551-0424 ＦＡＸ551-0149

※詳細は市ホームページをご覧く
ださい

もっと知ってほしい 発達障がいのこともっと知ってほしい 発達障がいのこと

パニックへの対応
発達障がいのある人は繊細さゆえにパニックになる

ことがあります。パニックとは、どうしたら良いのか
分からない、困惑、不安、悲哀、怒りなどいろいろな
気持ちや考えが入り混じった状態です。要因は人それ
ぞれですが、混乱したままでは次の行動へと動けない
ため、パニックが鎮まることが重要です。本人が安心
できる環境を作り、場面を変えることで鎮まりやすい
と考えられています。

パニックが生じている時には、そっと場面を変える
提案をしてみましょう。

発達障がいとは・・・
発達障がいは生まれつきのもので、本人の

性格や努力、保護者の子育ての仕方は関係あ
りません。発達の特性が理解され、尊重され
ることで、その人が持つ力が発揮されます。

発達の特性が正しく理解されず、誤解され、
不適切な関わりや非難ばかりを受けると、
不適応を起こしたり、トラブルになったり、
互いに傷つき相容れなくなります。

得意な面、良い面を認め合い、不得意な面
は支え補いながら、誰もがいきいきと暮らし
ていきましょう。

毎
年
4
月
2
日
は
国
連
が
定
め
る
「
世
界
自
閉
症
啓
発
デ

ー
」
で
す
。
日
本
で
は
、
4
月
2
日
か
ら
8
日
ま
で
の
期
間

を
『
発
達
障
が
い
啓
発
週
間
』
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

全
世
界
の
人
々
に
自
閉
症
へ
の
理
解
を
深
め
る
取
組
み

が
行
わ
れ
て
い
る
中
、
本
市
で
も
令
和
3
年
よ
り
、
自
閉

症
を
は
じ
め
と
す
る
発
達
障
が
い
を
知
る
機
会
と
し
て
作

品
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
絵
画
、
作
品
を
と
お
し
て

「
好
き
な
も
の
を
追
求
す
る
パ
ワ
ー
」
「
ユ
ニ
ー
ク
な
着

眼
点
」
「
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
」
な
ど
、
と
び
っ
き
り

の
世
界
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
図
書
館
（
本
館
）
で
は
、
発

達
障
が
い
関
連
の
図
書
も
展
示
し
て
い
ま
す
。

（
展
示
期
間 

3
月
31
日
㈮
～
4
月
12
日
㈬
）

４
月
２
日
は
世
界
自
閉
症
啓
発
デ
ー

に
じ
色
い
ろ
い
ろ
ア
ー
ト
展
を

開
催
し
て
い
ま
す
！

▲令和 3 年 4 月アート展の様子

問発達支援課 発達支援係
TEL 554-6152 ＦＡＸ 554-6153

にじ色いろいろアート展
開催　3 月 22 日㈬～ 4 月 7 日㈮
会場　市役所 1 階ロビー 展示コーナー

とびっきりの世界！
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問保険年金課 高齢者医療係
　TEL 551-0361 ＦＡＸ 553-0250

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
み
ん
な
で
支
え
る
制
度
で
す

保険料額や支払い方法についての通知書は
７月中旬に送付します

保険料は、６月に前年中の所得が確定した後に、そ
の所得をもとに算出します。

均等割額の５割軽減と２割軽減の対象となる人の
所得の範囲が拡大されます

対象世帯にかかる所得判定基準の被保険者数に乗ず
る金額が、５割軽減については 28.5 万円から 29 万円
に、２割軽減については 52 万円から 53.5 万円に変更
になります。詳細は、7 月中旬に送付する通知書をご確
認ください。

75 歳以上のすべての人が加入します
加入者（被保険者）となる人は、

① 75 歳以上のすべての人と、② 65
歳以上 75 歳未満で、一定の障がいが
あると申請により広域連合が認めた
人です。
※ 75 歳の誕生日の前月に被保険者証

を簡易書留で送付します（保険加
入のための申請手続は必要ありま
せん）

注１　「世帯単位」の計算では、同じ世帯内の滋賀県後期高齢者医療保険制度の医療給付を受ける
　　　人全員の病院・診療所・調剤薬局などの医療費を合算できます。
注２　＜　＞は過去 12 か月以内に３回以上、上限額に達した場合の４回目以降の負担額です。
※入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは、支給の対象外です
※後期高齢者医療保険制度にて初めて高額療養費に該当される人は、市から申請書を送付します。

申請手続きは初回のみで、その後に支給対象となった場合は、自動的に振り込まれます

 負担割合 所得区分 外来と入院の合計（世帯単位）注 1

3 割

現役並み所得者Ⅲ
住民税課税所得 690 万円以上

252,600 円＋（医療費－ 842,000 円）×1％
＜140,100 円＞注 2

現役並み所得者Ⅱ
住民税課税所得 380 万円以上

167,400 円＋（医療費－ 558,000 円）×1％
＜ 93,000 円＞注 2

現役並み所得者Ⅰ
住民税課税所得 145 万円以上

80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％
＜ 44,400 円＞注 2

負担割合 所得区分 外来のみ（個人単位） 外来と入院の合計
（世帯単位）注 1

2 割 一般Ⅱ

18,000 円または（6,000 円＋
（医療費－30,000 円）×10％）

の低い方を適用
年間（８月から翌７月）

上限 144,000 円

57,600 円
　＜ 44,400 円＞注 2

1 割

一般Ⅰ
18,000 円

年間（８月から翌７月）
上限 144,000 円

57,600 円
　＜ 44,400 円＞注 2

住民税
非課税世帯

区分Ⅱ
8,000 円

24,600 円

区分Ⅰ 15,000 円

１か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費と
して支給されます。

自己負担限度額表

高額療養費

問滋賀県後期高齢者医療広域連合
　TEL 522-3013 ＦＡＸ 522-3023
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道路に関する工事、道路の占用は
市への申請が必要です

道路管理者以外が道路に関する工事（車の乗り入れの
ため歩道を切り下げる、道路側溝に排水管を接続するな
ど）を行う場合には、道路法第24条により道路管理者と
協議のうえ、工事の承認を受ける必要があります。

また、道路を占用する場合は道路法第32条に基づき道
路管理者の許可が必要となりますので事前に道路管理者と
協議をしてください。

道路に関する工事、道路の占用については内容によって
承認・許可ができない場合があります。詳細は下記へご相
談ください。

問土木交通課 管理・用地係
TEL 551-0292 ＦＡＸ 552-7000

路上喫煙は
やめましょう

路上や公園など多くの人が集まる場所
での喫煙は、子どもをはじめ、他の歩行
者に直接的な危害を加える可能性がある
だけでなく、受動喫煙による健康への被
害を与えることから、路上喫煙はやめま
しょう。
　市では、路上喫煙の防止に関する条例
を制定するとともに、駅前には喫煙スペ
ースを設置しています。

喫煙マナーを
守り、吸い殻は
適切に処理して
ください。

問環境政策課 生活環境係
TEL 551-0341

対象税目
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税（種別割）
※市県 民税（普 通徴収）、

国民健康保険税について
は準備が整い次第対応し
ます

令和 5 年 4 月から、新たに納付書に印字された「e
エルキューアール

L-QR」を読み取ることで市税の納付が可能になります。

納付書に「e
エ ル

L マーク」があれば
市税のお支払いが便利・簡単になります

地方税ポータルサイト地方税お支払いサイト

地方税お支払いサイト
　クレジットカード払い、イン
ターネットバンキングを利用し
た納付ができます。
※クレジットカード払いは手数

料がかかります
※ eL-QR の読み取り以外に、納

付書に印字された「eL番号」を
入力することでも納付できます

各種スマホ決済アプリ
　スマホ決済アプリを起動し「eL-QR」を
直接読み取ってお支払いください。利用可
能なスマホ決済アプリは「地方税お支払い
サイト」でご確認ください。
※地方税お支払いサイトやスマホ決済アプリで

納付する場合は領収証書は発行されません。
領収証書が必要な人は、従来通り金融機関
やコンビニ、市役所窓口で納付ください

納付方法
金融機関窓口
　納付書の裏面に記載
の市指定の金融機関のほ
か、 全 国 の eL-QR 納 税
対応金融機関でのお支払
いが可能です。

対応金融機関は eLTAX
地方税ポータルサイトでご
確認できます。

問税務課 納税推進室
TEL 551-0107 ＦＡＸ 551-2010

利用できる納付書
納 付 書に「eL-QR」 が
印字されたもの

エルマーク

eL-QR

13 広報りっとう　2023. ４. １



防犯情報や気象警報、防災行政無線のスピーカーか
ら放送している防災情報などを、登録した携帯電話や
パソコンのメールへ一斉に配信するサービスです。登
録時に受信したい内容を選択することができます。
登録方法
◦パソコンまたは、携帯電話から次のアドレスに空メー

ルを送信してください。
bousai.ritto-city@raiden2.ktaiwork.jp

◦登録案内メールが届きますので、画面の
案内に従い、登録してください。

問危機管理課  危機管理係 TEL 551-0109 ＦＡＸ 518-9833

防災・防犯情報配信システムの
登録をしましょう

毎月20日は
栗東市防犯デー

登録用
QR コード

滋賀県では、安全で住みよい地域社会を実
現するため、毎月 20 日を「地域安全の日」
と定めています。

本市でも毎月 20 日を「栗東市防犯デー」
とし、市内の関係機関と連携し、市役所前で
の啓発活動や啓発物品配布、防犯メールの配
信などを通じて、安全なまちづくりに取り組
んでいます。この機会に、普段から防犯意識
を高め、定期的な地域での自主防犯活動にご
協力いただき、犯罪に遭わない、また犯罪を
起こさせない、犯罪ゼロのまちを協働して目
指しましょう。

新型コロナワクチン接種は４月１日以降も無料接種とし、５月８日からは、高齢者や基礎疾患のある人などを対象に、
令和５年春開始接種を実施します。９月からは、冬の感染拡大に備え、５歳以上のすべての人を対象に令和５年秋開
始接種を実施します。接種体制や接種券の発送時期など詳細は決まり次第、市ホームページや広報でお知らせします。

■予約や接種に関する一般的な相談の問合せ
【栗東市新型コロナワクチン接種コールセンター】

TEL 554-6159 
　受付時間 9:00 ～ 17:00（平日のみ）
TEL 0570-059-550 （ナビダイヤル）
　受付時間 9:00 ～ 17:00（土・日・祝のみ）

新型コロナワクチン接種の
お知らせ

問ワクチン接種推進室  
　TEL 554-6155 

ＦＡＸ 554-6156　　

栗東市新型コロナ
ワクチン集団接種
予約サイト

■小児 ( ５歳～ 11 歳 ) のオミクロン株対応２価ワ
クチン接種について
従来型による初回・追加接種を完了した人への

追加接種は、４月１日よりオミクロン株対応２価
ワクチンを使用します。基礎疾患のある人は、令
和５年春開始接種として、さらに 1 回の追加接種
が可能です。接種間隔は、前回のワクチン接種終
了後３か月以上の間隔をあけて接種します。

■初回接種について
初回接種をしていない生後６か月以上のすべて

の人を対象に令和５年度の１年間は従来型ワクチ
ンを使用して引き続き実施します。

最新の情報は市ホームページをご覧ください。

注「令和４年秋開始接種（オミクロン株対応２価ワクチン）」は、３月 31日までの接種期間でしたが５月７日まで延長されました。希望する人
は５月７日までに必ず接種してください。12 歳以上で「令和５年春開始接種」の対象でない人は、９月まで接種することができません。

上記以外の人
オミクロン株対応２価ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

従来型ワクチン
オミクロン株対応２価ワクチン

オミクロン株対応２価ワクチン

使用するワクチンは未定

１２歳以上注

５歳～11 歳

６か月～

５月 8 日～ 8 月　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　９月～
2022 年度 2023 年度

■令和５年春開始接種

令和４年秋開始接種

初回接種（１，２回目接種）
追加接種（３回目接種）

追加接種

■令和５年秋開始接種
◦65 歳以上の高齢者
◦基礎疾患のある人（12 ～ 64 歳）
◦医療機関・高齢者施設従事者など 初回接種（１、２回目）

を終了した５歳以上の
すべての人

基礎疾患を有する人（５～11 歳）はさらに
１回追加接種が可能

生後６か月以上の初回接種は継続
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校正者印
門 田

さま

2 月 9 日（木 )15：00 までに校正をお願いいたします。

栗東市　秘書広報課
担当：　中尾・武村
　　TEL　077-551-0641
　　FAX　077-553-1280

ご
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自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化

自転車安全利用五則

改正道路交通法の施行により、令和 5 年 4 月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義
務化されます。これを機会に、自転車に関する交通ルールを更に広め自転車の安全利用を促進する
ため、「自転車安全利用五則」が改定されました。

交通ルールは歩行者・自転車・自動車など道路を利用する人すべてが、安全に道路を通行し、交
通事故を未然に防ぐためのものです。ルールを知っているだけでなく、それらを守ることが重要です。

「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。

　「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別が
ある道路では、原則車道を通行し、左側に寄って走行
しなければなりません。歩道を通行できる場合、車道
寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一
時停止しなければなりません。

　信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認
し通行しましょう。道路標識などにより、一時停止すべ
きとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認
しましょう。

　前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の
存在を知らせるためにも、夜間（夕暮れ）は必ずライト
を点灯しましょう。

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。

　自転車を利用するすべての人は、自転車事故による
被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しま
しょう。

※内閣府作成：自転車安全利用五則広報啓発チラシより引用

問土木交通課 交通政策係
TEL 551-0291 ＦＡＸ 552-7000

１．車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

３．夜間はライトを点灯 ４．飲酒運転は禁止

５．ヘルメットを着用

２．交差点では信号と一時停止を守って、
安全確認

改定した自転車安全利用五則を守りましょう！
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